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現 行 改 正 後 

Ⅲ－３ 諸手続 

Ⅲ－３－１ 登録 

（１）登録申請書の印章 

   記載上の注意事項にある署名によることができる場合には、代表者が

印章を用いる慣習がない場合が該当する。 

 

（２）国内における代表者及び国内における営業所又は事務所 （略） 

 

（３）登録申請書の添付書類 （略） 

 

（４）体制審査の項目 （略） 

 

（５）登録番号の取扱い （略） 

 

（６）登録申請者への通知 （略） 

 

（７）登録の拒否（総合指針「Ⅱ－５－６ 行政手続法等との関係等」参

照） （略） 

 

（８）信用格付業者登録簿 （略） 

 

 

 

 

Ⅲ－３ 諸手続 

Ⅲ－３－１ 登録 

（削除） 

 

 

 

（１）国内における代表者及び国内における営業所又は事務所 （略） 

 

（２）登録申請書の添付書類 （略） 

 

（３）体制審査の項目 （略） 

 

（４）登録番号の取扱い （略） 

 

（５）登録申請者への通知 （略） 

 

（６）登録の拒否（総合指針「Ⅱ－５－６ 行政手続法等との関係等」参

照） （略） 

 

（７）信用格付業者登録簿 （略） 

 

 

 

 

 


